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九州大学動物実験委員会規程

平成１６年度九大規程第１９５号

施 行：平成１７年 ４月 １日

最終改正：令和 ３年１１月１７日

（令和３年度九大規程第９０号）

（趣旨）

第１条 この規程は、九州大学教育研究評議会規則（平成１６年度九大規則第６号）第７条第２

項の規定に基づき、動物実験委員会（以下「委員会」という。）の具体的な任務、組織、議事

の手続その他必要な事項を定めるものとする。

（任務）

第２条 委員会は、総長の諮問を受け、次に掲げる事項を調査・審議する。

(1) 実験動物の飼養保管並びに動物実験の立案、実施等に係る審査、指導及び助言に関するこ

と。

(2) 実験動物の飼養保管及び九州大学動物実験規則（平成２６年度九大規則第１２９号。以下

「規則」という。）第２条第６号に規定する動物実験計画が、動物実験等に関する法令、飼

養保管基準、基本指針及び規則に適合していることの審査に関すること。

(3) 実験動物の飼養保管及び動物実験に係る安全確保に関すること。

(4) 実験動物の飼養保管及び動物実験に係る教育訓練及び健康管理に関すること。

(5) 実験動物の飼養保管及び動物実験に係る事故発生の際の必要な措置と事後の改善策に関す

ること。

(6) 動物実験の実施に係る自己点検・評価、外部の専門家による検証及び情報公開に関するこ

と。

(7) その他実験動物の飼養保管及び動物実験に関すること。

２ 委員会は、必要に応じて安全管理に注意を要する動物実験に関連する委員会等と相互に必要

な情報の提供等を行うよう努めなければならない。

（組織）

第３条 委員会は、その役割を十分に果たすため、次に掲げる者により構成する。

(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者

(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者

(3) その他学識経験を有する者

２ 総長は、前項の規定に基づき、次に掲げる者を委員として任命する。

(1) 医学研究院長

(2) 医学研究院附属ヒト疾患モデル研究センター動物実験施設の教員のうちから選ばれた者

１人

(3) 次条第１項に規定する部局動物実験委員会を置く部局（同条第３項に基づき二以上の部局

にまたがって設置される場合はいずれか一の部局）の教授及び准教授のうちから選ばれた者

各１人

(4) 人文科学研究院、比較社会文化研究院及び法学研究院の教授及び准教授のうちから選ばれ

た者 各１人

(5) 九州大学動物実験規則（平成１７年度九大規則第１４号。以下「規則」という。）第６条

に規定する動物実験主任者

(6) その他動物実験委員会が必要と認めた者

３ 前項第３号、第４号及び第６号の委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた

場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 前項の委員は、再任されることができる。

５ 委員会に委員長を置き、医学研究院長をもって充てる。

６ 委員長は、委員会を主宰する。
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７ 委員会に副委員長を置き、委員の互選により定める。

８ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

（部局動物実験委員会）

第４条 委員会に、部局における適正な実験動物の飼養保管並びに動物実験の立案、実施等に係

る指導、助言及び自己点検・評価を行わせるため、部局動物実験委員会（以下「部局委員会」

という。）を置く。

２ 部局委員会は、実験動物の飼養保管及び動物実験の実施等を行う部局ごとに置くものとし、

その組織等必要な事項については、当該部局が別に定める。ただし、規則第９条に規定する部

局動物実験主任者を委員に含めなければならない。

３ 前項本文の規定にかかわらず、部局委員会は、実験動物の飼養保管又は動物実験等を行う二

以上の部局にまたがって設置することができることとし、その組織等必要な事項については、

当該二以上の部局が協議の上、別に定める。

４ 部局委員会は、当該部局の動物実験責任者が申請した実験計画について、動物実験等に関す

る法令及び本学の諸規則等との適合性に関する事前審査を行うものとする。ただし、委員は、自

ら動物実験責任者となる計画の審査には加わらないものとする。

（議事）

第５条 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができな

い。

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。

（委員以外の者の出席）

第６条 委員会が必要であると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞く

ことができる。

（専門部会等）

第７条 委員会に、特定の事項を調査・検討させるため、必要に応じて専門部会等を置くことが

できる。

（事務）

第８条 委員会に関する事務は、事務局各課等の協力を得て、総務部環境安全管理課において処

理する。

（補則）

第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会において定

める。

附 則

１ この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

２ この規程の施行の際現に九州大学安全衛生・環境保全委員会規則（平成１６年度九大規則第

２５号。以下「旧規則」という。）の規定に基づき、動物実験委員会の委員に任命されている

者は、この規程の相当規定に基づき任命されたものとみなし、任期の定めのある委員の任期に

ついては、旧規則による当該委員会の委員として在任した期間を控除した期間とする。

附 則（平成１８年度規程第４９号）

この規程は、平成１９年１月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規程第８４号）

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年度九大規程第４２号）

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第７号）

この規程は、平成２０年６月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第２５号）
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この規程は、平成２０年７月１８日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第４２号）

この規程は、平成２０年１０月１日から施行する。

附 則（平成２１年度九大規程第６４号）

この規程は、平成２１年１１月１日から施行する。

附 則（平成２３年度九大規程第１２１号）

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規程第２８号）

この規程は、平成２４年１０月１０日から施行し、平成２４年９月１日から適用する。

附 則（平成２４年度九大規程第５６号）

この規程は、平成２５年１月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規程第８５号）

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規程第１０９号）

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年度九大規程第２４号）

この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則（平成２７年度九大規程第１１３号）

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年度九大規程第１８号）

この規程は、平成２８年８月３０日から施行する。

附 則（平成２８年度九大規程第９５号）

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（令和３年度九大規程第９０号）

この規程は、令和３年１１月１７日から施行する。


